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非常勤職員に対する給与の支払について（通達）

標記について、下記のとおり定めたので通達する。

記

非常勤職員に対する給与については、月の初日（採用日が月の初日でない場合は、

当該採用日）から末日までの間における給与を、翌月の７日（１２月分については、

１月１０日）に支払うものとする。ただし、これらの日が休日又は土曜日に当たる場

合にはその前日に、これらの日が日曜日に当たる場合にはその前々日に支払うものと

する。


